
 

 

工業統計調査における産業分類格付け方法について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 産業中分類の決定 

 品目番号（商品分類番号）６桁のうち、上２桁の番号（中分類）を同じ

くする品目の製造品出荷額等をそれぞれ合計し、その額の最も大きい分類

番号により産業中分類（２桁）を決定。 

(1) 調査対象候補の選定（準備調査名簿の作成） 

  前回調査後の確定名簿及び最新時点の事業所・企業調査名簿（製造業）

を基に、調査対象名簿を作成。 

  調査員が受け持ち調査区を巡回し、実地に製造事業所の存在を確認し（準

備調査）、調査票を配布（本調査）。 

(2) 大分類格付けの考え方 

 ① 平成１８年調査まで 

 調査対象事業所から提出された調査票に記載されている製造品出荷

額、加工賃収入額、原材料使用額、設備、作業工程等により製造業とな

るかを確認し判断。 

 ② 平成１９年調査から 

 平成１９年改正により、事業所全体の活動を把握するため製造活動以

外のすべての「その他の収入額」を新たに調査。そのため、平成１９年

調査からは、上記①に加えて、製造収入額とその他の収入額を比較して、

製造収入額が多い場合は製造業。その他の収入額が製造収入額を上回る

場合でも製造業以外の事業活動を大分類ごとの収入額で確認し、個々の

大分類の収入額が製造収入額を上回らない場合は製造業とし、上回る場

合は照会を行い部門別従業者数や設備の状況等を確認し判断。 

（記入例参照） 
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〔記入例〕 

 
13 　製造品の出荷額、在庫額等

兆 千億百億十億 億 千万百万十万万円

⊗

兆 千億百億十億 億 千万百万十万万円

⊗

ア、ウ以外のその他収入額（修理料収入、転売収入など）を記入してください。

ただし、知的財産収入、利子・配当などの事業外収入及び財産売却収入は除きます。

兆 千億百億十億 億 千万百万十万万円

⊗

110000

ウ　加工賃収入額（年間）（消費税額を含む。）

★

他の企業の所有する原材料又は製品に賃加工して平成19年中に引き渡したものに対して、受け取った加工賃又は受け

取るべき加工賃を記入してください。

製造品出荷額計　

金　　　　額　（単位：万円）

2 8

14  13のア、ウ、エの合計金額

（自己の所有する原材料を他企業に支給して製造させたもの（委託生産品）を含め、仕入れて又は受け入れてそのまま販
売するもの（転売品）はここに含めず「エ　その他収入額」に記入してください。）

数 量
単位名

番　　　号

番　　　号

製 造 品 名
数　量

ア 　品目別製造品出荷額　(年間)
(消費税等内国消費税額を含む。）

番 号

金　　　　額　（単位：万円）
そ の 他  収 入 の 種 類 名

エ　その他収入額（年間）（消費税額を含む。）

賃　加　工　品　名

加工賃収入額計 ★

9

金　　　　　額　（単位：万円）

★ 6

4 2 8

3 8 6 8その他収入額計

2 6 8 1 1 1 計算機械 5 1 1 1

2 8 1 3 1 1 ラジオ受信機 台 135,784 6 7 8 9 2

2 8 1 4 1 2 カーステレオ 台 50,804 2 5 4 2 0 0

2 8 1 4 1 5 ハイファイ用アンプ 台 8,100 1 6 2 0 0

3 4 3 4 0 3

3 8 81 3 9 1 8

2 8 1 4 9 1 電気音響機械器具､同部分品･取付具･附属品 7

ラジオ受信機・テレビジョン受信機

5

6 7 7

4 6 6 6

8 1 0 0 0 0 転売収入（カーステレオの転売） 3

8 8 0 0 0 0 修理料収入（自動改札機の修理） 4 2 5

8 2 6 1

7 5 4★印合計  

 

製造収入（「ア 製造品出荷額」＋「ウ 加工賃収入額」）と、「エ その他収

入額」欄に記入された大分類別収入額を比較すると製造収入が大きいので製造業。 

製造収入（ア製造品出荷額＋ウ加工賃収入額）  390,068 万円 

転売収入           38,261 万円 

修理料収入        425 万円 

６桁の品目別に製造品

出荷額を記入 

６桁の品目別に賃加工

収入額を記入 

製造業以外の収入額を

大分類別に記入 

(4) 産業小分類の決定 

 その産業中分類に属する品目のうち、上３桁の番号（小分類）を同じく

する品目の製造品出荷額等をそれぞれ合計し、その額の最も大きい分類番

号で産業小分類（３桁）を決定。 

(5) 産業細分類の決定 

  さらに産業小分類に属する品目のうち、上４桁の番号（細分類）を同じ

くする品目の製造品出荷額等をそれぞれ合計し、その額の最も大きい分類

番号により産業細分類（４桁）を決定。 


